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特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
射
の

省
〔
血
〔
日

官3月� 1日

O

月曜日� 

る
件
、
〈
間
五
九
〉

議
子
自
路
そ
有
す
る
特
定
計
量
器
の
試
験

O

平成� 22

O
る
件
(
国
土
交
通
一
一
一
一
一
一
〉

気
象
庁
予
報
警
報
規
程
的
一
部
を
改
正
す

O 

道
路
に
関
す
る
件

二
�
 
〉

一
一
〈
中
部
地
方
整
鏑
局
一
一
一
、

一一一一〉



一
�
 都
市
計
聞
に
関
す
る
件
(
同

二
六
)


1日五� 

一
�
 道
路
に
関
す
る
件

(号外)
独立持政法人国立路樹局� 

OO O

Oi

一七� 

。
経
斎
藤
業
省
令
第
蕊
時

針
盤
盤
法
(
平
成
田
年
法
律
第
五
十
二
さ
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
震
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
議

戸
令
を
「
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

一
�
 
平

成

二

十

一

一

年

三

丹

一

日

経

済

譲

葉

大

臣

護

鴫

正

行

特
定
計
畳
一
器
検
定
検
斎
規
剥
(
平
成
宜
年
通
商
麓
業
省
令
第
七
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
・
改
正
す
る
。

J

f T勾
特
定
計
量
器
検
定
挨
査
規
則
的
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

〈
東
北
地
方
整
錆
局
一

道
路
に
関
す
る
件

〈
関
東
地
方
整
備
局
四
八
〉

道
路
に
関
す
る
件

O O

一一
�
 

一
(
近
畿
地
方
整
備
局
三
二
�
 一一一回)

一
�
 土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
世
帯
地

O

i

次
山
川

一
�
 土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

O

山
川
刑
制
回
同

勾
第
六
百
五
十
六
条
及
び
第
六
百
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
定
を
し
た
件
〈
中
器
地
方
整
備
高
三
一
〉

出
〈
表
記
〉

〕
第
六
在
五
十
六
条
最
大
需
饗
盤
力
計
〈
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置
付
帯
力
量
針
の
最
大
需
要
議
力
表
示
義
置
を
含
む
。

一
八
訂
以
下
時
じ
。
〉
の
表
記
事
現
は
，
日
本
工
業
規
格
C
一
二
八
一
一
一
!
こ
〈
一
一
�
 0
0九
)
に
よ
る
。
�
 

T

AAZ 

部
を
改
�
 

正
す
る
省
令
(
経
済
産
業
五
〉

一一小)

O
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
跨
止

広
域
を
指
定
す
る
件
(
総
務
五
七
)

。
一
培
技
法
等
の
規
定
に
よ
り
椋
撮
障
害
防
止

区
域
そ
指
定
す
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す

F る
件
(
間
五
八
)

日
電
夜
一
品
、

z

一
八
七
・
五
回
に
よ
る

遭
難
遇
措
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
海
岸
局

の
通
信
謹
を
定
め
る
待
の
一
部
を
改
正
す

方
法
に
つ
い
て
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
経
済
腹
業
一
二
九
〉

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
一
条
第
十
一
項

の
水
域
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
〈
気
象
庁
一
一
一
〉

。
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
組
組
を
箆
用
し
た
遭

難
警
報
の
受
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

海
上
保
安
庁
所
講
の
海
岸
局
の
通

に
つ
い
て
の
一
部
を
改
正
す
る
件

〈
海
上
保
安
庁
六
八
〉
�
 

定
を
し
た
得
〈
盟
国
地
方
整
備
局
一
九
〉

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

北
陸
地
方
整
備
馬
公
示
(
北
陸
地
方
整
備
局
)

九
州
地
方
整
備
局
公
示
〈
九
州
地
方
整
構
局
〉

国
家
試
験

平
成
ニ
十
二
年
度
衆
議
設
事
務
局
職
員
採
用

試
験
公
告
〈
来
議
院
事
務
局
)

平
成
二
十
二
年
度
国
立
国
会
図
書
鰭
職
員
採

用
試
験
公
告言者

J

T

〈
性
能
)

午
第
六
吾
五
十
七
条
最
大
講
要
需
力
計
の
性
能
は
、
長
本
工
業
規
接

戸
第
六
百
五
十
八
条
か
ら
第
六
百
七
十
九
条
ま
で
安
次
の
よ
う
立
改
め
る
。

町
第
六
百
五
十
八
条
か
ら
第
六
百
七
十
九
条
ま
で
間
諜

ム
一
第
六
百
八
十
条
か
ら
第
六
百
八
十
一
一
発
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一た吋明
〈
検
窓
公
差
)

ι
7
第
六
百
八
十
染
最
大
講
要
議
力
計
の
検
定
公
差
は
、
日
本
工
業
規
格
�
 

-F

C
一二八一一一� i

一一部� 

C
一
二
八
三
�
 二

(
ニ
�
 0
0九
)
に
よ
る
。

九
〉
に
よ
る
。

i

」
「
〈
構
造
検
定
の
方
法
〉

や
第
六
芭
八
十
一
条
最
大
需
要
電
力
計
の
構
造
換
定
の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
�
 
C

ニ
(
二

一
一
一
八
三
!
こ
〈
二
�
 

一
一
五
匂《
よ
る
。

》
(
省
略
〉

一一六一十記
第
六
百
八
十
ニ
無
前
条
に
定
め
る
構
造
横
定
の
方
法
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
�
 
以
外
の
試
験
は
、
必
要
が
な

N

出
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

匂
一
歯
車
比
及
び
そ
の
か
み
合
わ
せ
又
は
表
示
回
路
に
よ
る
影
響

出
ニ
連
続
動
作
に
よ
る
露
響

〕
?
と
器
差
の
耕
り
返
し
に
よ
る
影
響

判

思

需

要

時

限

第
六
百
八
十
一
一
一
条
か
ら
第
七
百
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
一
知
市
第
六
百
八
十
一
ニ
条
か
ら
第
七
百
五
条
ま
で
削
除

出
第
七
百
六
条
か
ら
第
七
百
十
一
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
一
一
一
年
〈
器
差
検
定
の
方
法
)

J

T中
第
七
吾
穴
条
最
大
需
要
議
力
一
一
軒
の
器
差
検
定
の
方
法
は
、
話
本
工
業
規
務
�
 

IL!苦 

官
庁

裁
判
前

特
殊
法
人
等

適
格
機
関
投
資
家
に
関
す
る
公
告
関
係mm

公
示
鑑
昔
、
破
産
、
免
賞
、
再
生
関
�
 

一
ニ
八
一
ニ
�
 

C

i
l

独
立
行
政
法
人
器
市
再
生
機
構
、
弁
理
士

登
銀
・
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
の
付

記
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録

関
捺

J
T午

第
七
百
七
条
最
大
鴇
要
電
力
計
の
性
能
に
採
る
技
術
上
の
基
準
は
、
日
本
工
業
規
格
C
一
一
一
八
一
一
一

〈
性
能
に
係
る
技
鋳
上
の
基
準
)

戸
に
よ
る
。

地
方
公
共
間
体

…
公
示
送
達
、
旅
行
業
者
営
業
保
証
金
の
権

一
利
調
査
の
た
め
の
意
見
聴
取
会
及
び
仮
龍

一
当
表
、
無
縁
墳
墓
等
改
葬
関
傑

一
会
社
そ
の
他

竺
会
社
決
算
公
告

ム
一
一
第
七
百
八
条
最
大
需
要
唱
力
計
の
使
用
公
差
は
、
自
本
工
業
規
格
C

T

一
…
出
〈
使
用
公
差
)

一ふ
一
第
七
百
九
張
最
大
需
要
議
力
計
の
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、

一
一
一
誌
に
よ
る
。

〈一一
C
一二八一一

八一二� l

〈
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
〉

日
本
工
業
規
格
�
 

二
八
平
(
器
差
検
査
の
方
法
〉

.
第
七
富
十
条

日
本
工
業
規
格
�
 

一八一一一� 

淫ヨE
b 
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ア勺

公
仰、

O
O

九
)
に

O
O

一一〈一一� 0
0九
〉
に
よ
る
。

九
〉
に
よ
る
。

G
O

;333383335

二一一(一一� 
0
0
九〉九

)

G
O

一
一
(
二
�
 0
0九
)
に
よ
る
。
�
 

C
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12 

五
六

期
総

宮

第
一
環
の
義
一
一
一

弘主 れ2

歪
薬

部
部

歪
事裏手

平成� 22年� 3月� 1話 月曜日 報 (号外第 41

第
一
項
の
表
五
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
百
六
十
一
号
〈
簡
波
法
等
の
議
定
に
よ
り
伝
搬
擁
護
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
〉

第
C
N

己心

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

)Qζυτ に.0

第
一
項
の
表
八
の
現
安
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

軍
部

O

第
一
壌
の
表
七
九
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

叶
ゆ
ゆ

琵
事

H
N
N

項
の
表
八
�
 一
一
の
壌
を
次
の
よ
う
立
設
め
る
。

∞

護
事

第
三
項
の
殺
と
の
壌
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。M

M
A
W
-
0
0
)

議
謬

第
三
項
の
表
五
の
墳
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

童
夢

十
八
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号
(
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
璃
の
表
一
一
一
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

歪
事

第
四
項
の
表
一
六
の
璃
中
「
〈
�
 

・0
0
)

」そ「〈� 

」
に
改
め
る
。

十
九
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
四
官
二
十
五
号
(
謹
波
法
等
の
競
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
賠
止
寵
域
を
指
定
す
る
件
〉

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

O
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一
一
十
年
総
務
密
告
示
第
三
百
九
十
七
時
〈
議
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
怯
搬
障
害
防
止
諒
域
を
指
定
す
る

件
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
攻
正
す
る
。

第
一
一
壌
の
表
一
一
一
の
現
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都品謬

二
平
成
一
一
十
年
総
務
省
告
示
第
六
百
二
号
(
議
波
法
等
の
競
定
に
よ
り
伝
搬
陣
害
防
止
霊
域
を
指
定
す
る
件
〉

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
一
一
四
八
の
壌
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

護
議

二
十
四
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
五
十
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
九
八
の
壌
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

器
一
翠
務

二
十
五
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
三
号
〈
礎
技
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
議
韓
害
防
止
匹
域
を
指
定
す

NAHmw

る
件
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
沼
ニ
の
積
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
項
の
表
九
九
の
市
鳴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。持

議
会
編
訳
出
�
 小
寺
矯
議
主
�
 漏
H

ゆ
�
 噂
�
 筆
、
北
川
~
二
一
円
輔
ち

基
盤
�
 

涛
お
や
思
想
柵
識
に
�
 

N
N

N
N

e
O

H

S

率
二
百
時
制
措
法
芭
蛸
一
ω

計
四
え
汁
4
内向

盟
締
瀦
�
 

A
Y
議
詑

〈∞∞戸山())

l
z

擁
立
ゆ
念
噂
お
語
、
孔
州
市
露
ふ
れ
鰐
欝
胤
町
内
廿

今
議
什
ヤ
ペ
グ
ゐ
叩

8
到
由
時
点
叩
持
�
 

芦印� 

ア
」
ヤ
史
去
�
 8
関
蕗

第
一
一
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基

H
A
1

o
u
h
i

-gど
を
「
(
冨
戸
き
ご
に
、
「
〈
�
 

応
)
詰
物
調
い
唱
法
融
車
税
調

臼
・
倍
。
〉

z

i

M

W

(

U

H

M
H
 

。
総
務
省
告
示
鎖
滋
十
九
回
可

O

N
ω
M

(
S (

N

O

平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
六
十
ニ
号
〈
噛
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
跨
止
区
域
を
指
定
す
る
件
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
濃
川
問
題
の
項
中
「
(
民
吋
�
 

出合同� 
ど
に
改
め
る
。

第
四
項
中
「
齢
社
芳
悉
糠
議
逝
い
を
「
轟
持
薄
番
線
襖
迎
い
に
改
め
、
同
現
の
表
四
の
項
中
「
(
思
仏
・

8
ど
を

「
〈
宗
芝
山
�
 ご
に
、
「
(
詰
・

8
ど
を
「
〈
出
・

8)
」
に
改
め
、
同
義
九
の
項
中
「
�
 
・
き
と
を
よ

2
・
き
ご
に
、
「
〈
吋
0
・
�
 

「
〈
∞
げ
さ
ご
に
改
め
る
。
�
 

・0
0
ど
を
「
�
 

電
波
法
施
行
規
郎
〈
昭
和

8
ご
を

づ
き
、
一
平
成
十
五
年
総
務
省
告
訴
第
二
百
十
三
号
�
 (
F

お
醤
波
二
、

一
八
七
・
五
聞
に
よ
る
遭
難
題
誌
を
符
う
こ
と

Z
 

γ
一
平
成
二
十
年
総
務
省
告
未
第
二
百
一
丸
十
三
時
〈
霊
技
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
議
障
害
関
止
区
域
を
指
定
す
る

件
)
の
一
部
を
次
お
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
頃
の
表
二
の
項
か
ら
四
の
頃
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

が
で
き
る
護
岸
罵
の
通
借
慨
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一

用
す
る
。平

成

二

十

一

一

年

一

一

一

月

一

日

総

務

大

豊

原

口

一

博

第
一
項
中
「
北
緯
三
一
隻
一
八
分
近
一
秒
東
経
一
一
一
一
�
 度
四
八
分
五
二
秒
」
の
下
に
「
、
北
緯
二
八
度
一
一
一
分
一
一
一

O

秒
東
経
一
一
一
九
度
三

地
点
か
も
一
�
 

海
盟
ま
で
の
海
域
」
を
削
る
。

O
分
去
五
秒
」
を
加
え
、
「
並
び
に
北
緯
二
八
度
二
二
分
五
部
秒
東
経
二
一
九
慶
一
一
九
分
四

O
O

第
二
項
の
轄
関
委
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ι心

E必G』� 

C

か
ち
適

E

秒
の

O

5Bデ号事欝4h岡難詩都岡主ミ2市E{EV || 



4S' N 

41
13 平成� 22
 

。
経
済
産
業
省
告
米
第
一
一
一
十
九
号

平
或
十
二
年
璃
商
産
業
省
告
示
第
盟
百
九
十
四
号

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
一
平
成
ニ
十
二
年
三
月
一
日
か
も
擁
行
す
る
。

平

成

二

十

二

年

三

月

一

日

経

済

産

業

大

芸

能

鵜

正

行

部
四
十
八
条
」
を
「
及
び
第
六
百
四
十
三
条
」
に
改
め
る
。

本
則
中
つ
第
六
百
部
十
一
一
一
条
、
第
六
百
九
十
九
条
第
二
項
、
第
七
百
一
議
、
第
七
百
四
十
一
一
一
条
第
二
項
及
び
第
七

第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2ffN 

i
i
j
j
i
i
l
u
 

(号外第報月� 

Y¥A-gJJγ 

日3月 1

第
正
号
中
「
(
電
気
計
器
に
あ
っ
て
は
イ
の
方
法
に
よ
り
ど
及
、
び
「
植
地
気
許
器
に
あ
っ
て
は
電
源
供
給
線
と
本
体
と
の

関
誌
、
そ
の
他
の
特
定
計
畿
器
に
あ
っ
て
は
」
を
制
り
、
問
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

l
ム
の
パ
ル
ス
発
生
器
を
用
い
て
、
次
の
表

一
重
震
試
験
及
び
譲
葉
試
験
は
次
の
イ
及
び
口
に
一
不
す
方
法
に
よ
る
。

イ
温
度
試
験
は
、
通
常
の
護
用
状
態
で
、
試
験
環
境
合
議
震
を
二
十
三
境
、
響
下
十
慶
、
四
十
度
及
ぴ
二
十
一
ニ

壌
と
変
化
さ
せ
、
か
っ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度
に
お
い
て
ニ
待
問
放
置
さ
せ
て
行
う
。

口
謹
護
試
験
は
、
通
常
の
使
用
状
譲
で
、
試
験
環
犠
そ
温
護
二
十
一
一
一
度
及
、
口
六
十
五
渥
産
百
分
離
の
空
気
中
に

一
一
一
時
開
放
置
し
た
状
賂
並
び
に
温
度
四
十
捜
及
び
九
十
五
湿
度
百
分
離
の
空
気
中
に
二
十
時
鰐
放
置
し
た
状
態

に
お
い
て
行
う
。

第

盟

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

自

問
問
静
電
気
放
構
試
験
は
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
次
の
衰
の
上
欄
に
掲
、
げ
る
項
目
に
つ
き
、

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
で
痕
涜
一
端
佳
に
よ
る
接
触
放
議
を
加
え
て
行
う
。

現

間

条

f宇

塁静

ピ五百十

コ
ブ
ア� 

ドフ

電放

数回

十
関

電放間隔電で接触放

の

加電印圧

電重流

で圧

部

キ
g 

ルポ� 

ト

百

十オ

ム

イ
イ
ン
パ
ル
ス
雑
晋
試
験

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
出
力
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
が
丑
十
オ

の
上
棚
棚
、
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
識
に
掲
げ
る
条
件
で
機
撃
性
雑
音
を
印
加
し
て
行
う
。

瑛

自

条

件

ス
の

高さ� 

五ボ吾

トj

1¥，'¥ ，'¥ 
レ� 
ス
の

幅

マ
クイ

ロ
秒

)v j

，'¥ 
レ� lレ� )v J

，'¥ !¥ 
レj

ス
の

ち� 

り時間

ナ

ノ秒と商用波周数

間

I 

ス ス

軍管
立上が

霊周

のの

正

魚及び

ス
の

位相

| 

度らか零

度百十ノ

第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
諮
る
。

L 

、

六
電
譲
渡
障
帯
試
験
は
、
通
常
の
能
用
状
態
で
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
機

に
掲
、
げ
る
条
持
で
電
磁
波
を
照
射
し
て
行
う
。

つ
い
て
〉
の

そ
れ
ぞ
れ
同



14 月曜日

O

報 (号外第 41号〉

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
一
年
一
一
一
月
三
十
一
司
か
ら
施
行
す
る
。

気
象
庁
脅
米
第
三
号

十
五
秒
」
に
改
め
る
。

開

慰

3Ji1日22
平成� 

を

よ
絃
市

糸
魚
川
市

妙
高
市

る
。
)
い
を
「
一
一
一
方
上
中
郡
」
に
、
寸
大
飯
郡
及
び
三
方
上
中
郡
(
嶺
寵
東
部
の
院
域
を
除
く
。
)
」
そ
「
及
び
大
飯
郡
」

に
改
め
る
。

制m表
第
四
熊
本
票
の
項
中

熊
本
車

熊
本
市

熊
本
帯
、
下
益
城
郡
域
高
町
及
び
勝
本
郡

」
を

に
改
め
、
「
下
益
城
郡
い
の
下
に
吋
(
城
甫
轄
を
除
く
J
い
を
加
え
る
。

別
表
第
四
静
間
県
の
項
中
勺
島
田
市
(
用
語
町
家
山
、
川
根
町
笹
馬
上
、
山
桜
町
笹
関
下
、
川
根
附
上
海
内
、

川
根
町
笹
爵
接
、
川
根
町
葛
龍
、
川
製
軒
按
思
及
び
同
根
宵
身
成
に
限
る
。
}
」
を
削
り
、
安
阿
部
市
(
中
部
誌
の
区
域

を
捨
く
。
)
〕
を
「
島
田
前
い
に
改
め
る
。

刻
表
第
四
鳥
取
県
の
璃
中
ぷ
伯
警
鱈
に
あ
っ
て
は
語
麗
谷
、
遠
一
雄
、
大
殿
、
大
原
、
押
口
、
小
野
、
金
額
、
上
繕

克
、
岸
本
、
清
原
、
久
古
、
口
封
一
所
、
小
林
、
小
町
、
坂
長
、
須
村
、
立
山
府
、
番
謀
、
福
岡
原
、
真
野
、
丸
山
、
吉

定
及
、
び
士
口
一
長
花
畑
絞
る
。
〉
」
及
び
「
西
伯
郡
伯
番
町
‘
(
米
子
地
慌
の
区
域
を
除
く
。
〉
及
、
び
」
を
削
る
。

別
表
第
四
高
知
県
の
項
中

嶺北

に
、
「
〈
中
土
佐
町
、
梼
原

町
、
津
野
町
(
烏
出
川
、
北
問
、
桑
ケ
市
、
カ
五
、
船
戸
、
芳
生
野
乙
、
芳
生
野
甲
及
び
芳
金
野
丙
に
限
る
。
)
及
び

四
万
十
町
に
罷
る
。
ど
を
「
〈
高
知
中
央
及
び
高
一
昔
北
の
区
域
を
除
く
。
〉
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
・
山
口
県
の
項
中
「
山
口
市
(
関
東
生
雲
東
分
、
関
東
篠
目
、
鰐
東
生
一
議
四
分
、
間
東
生
雲
中
、
間
拘
束
蔵


自
喜
、
開
東
地
樹
上
、
関
東
地
福
下
、
開
東
徳
佐
上
、
知
的
東
徳
佐
中
、
爵
東
徳
佐
下
、
関
東
嘉
年
上
及
び
阿
東
嘉
年


下
に
援
る
。
)
、
」
及
び
又
萩
・
美
祢
の
一
区
域
を
除
く
。
)
」
を
削
る
。


鹿
本
郡
」
を
号
、
「
記
恥

第
ニ
条
ん
気
象
庁
予
報
警
報
部
別
轄
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
灘
知
県
の
項
中
「
弥
擦
前
い
の
下
に
寸
あ
ま
市
」
を
起
え
る
。

別
表
第
五
愛
知
壊
の
項
中
「
み
よ
し
市
ん
の
下
に
「
、
あ
ま
市
い
を
加
え
る
。

第
三
義
気
象
苛
予
報
饗
報
規
裂
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を
別
表
第
四
埼
玉
県
の
項
中
立
蕗
藷
町
を
除
く 

ぷ
北
車
部
の
区
域
を
除
く
。
ど
及
び
寸
北
埼
沼
郡
、
高
埼
玉

吾北高 嶺北 高知真

吾高~t 

J

h

限� | 美香南

) 香南市� 

5郡高岡香司高美

郡
高
蒲
附
及
び
北
葛
飾
郡
〈
栗
橋
町
及
び
鷲
宮
町
に
限
る
。
ど
を
削
る
。

別
表
第
西
静
岡
県
の
項
中
「
、
富
士
市
及
び
富
土
郡
」
を
吋
及
び
護
士
市
」
に
、
寸
鶏
智
郡
及
び
浜
名
郡
」
を
「
及

び
周
智
群
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
熊
本
集
の
項
中
寸
下
益
城
郡
城
南
軒
及
び
勝
本
郡
」
及
び
「
〈
城
指
轄
を
除
く
。
ど
を
前
る
。

溺
表
第
四
渡
鵠
黒
の
項
中
「
、
宮
簡
郡
」
を
翻
る
。

別
表
第
四
鹿
児
島
県
の
項
中
「
霧
島
市
」
の
下
に
「
、
姶
良
市
い
を
加
え
る
。

別
表
第
五
埼
玉
県
の
壌
中
「
、
大
里
郡
、
北
埼
宝
郡
、
高
埼
玉
郡
藤
務
釘
及
び
北
葛
飾
郡
〈
架
橋
町
及
び
鷲
宮
町

に
限
る
。
ご
を
「
及
び
大
盟
都
い
に
改
め
、
「
(
菖
蒲
町
を
諒
く
。
)
」
及
び
「
〈
埼
玉
県
北
部
の
亙
域
を
験
く
。
〉
」
を
削

る。

ヲ補| 

数範波閤
変幅

周
とf
ス

現

ド

電界強度
振調


。
箆
土
交
通
省
襲
来
第
百
二
十
三
号

目

パー ヘニ以内C・!キ ポ jレ十/¥
jレセ日� 

OO 条
トル
ツ

ンへ まガメ

毎メトト
まア五 婦引ルへの

イ
 ツ

ル ケ
波正で弦 から

件

毎秒ド十八 ギガ

a

船
舶
安
全
法
擁
行
規
則
(
昭
忠
三
十
八
年
溜
輪
蜜
令
第
四
十
一
号
)
第
一
条
第
十
一
項
の
親
定
に
基
づ
き
、
船
麓
安

全
法
施
行
規
制
約
第
一
条
第
十
二
壌
の
水
域
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
訴
を
次
の
よ
う
立
定
め
る
。

平
成
ニ
十
一
一
年
三
月
一 

閤
土
交
通
大
霞
前
原
誠
開

船
鯨
安
全
法
施
行
規
賠
第
一
条
第
十
一
項
の
水
域
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

船
甑
安
全
法
施
一
行
規
制
約
第
一
条
第
十
一
環
の
水
域
を
定
め
る
告
示
〈
平
成
盟
年
運
輸
省
告
示
第
四
十
九
号
)
の
一
部

者
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
ヱ
第
二
十
号
に
掲
げ
る
婚
点
に
あ
っ
て
は
、
部
海
盟
ど
を
間
り
、
第
二
十
号
中
「
北
緯
二
十
八
度
ニ
十
二
分

五
十
四
秒
東
経
百
二
十
九
度
二
十
九
分
間
十
秒
」
を
叶
北
緯
二
十
八
度
二
十
一
分
十
一
一
秒
東
経
百
二
十
九
度
一
一
一
十
分
五

気
象
業
務
法
施
符
競
艶
(
昭
和
ニ
十
七
部
運
輸
省
令
第
吉
立
さ
第
八
条
第
二
項
の
競
定
に
基
づ
き
、
気
象
庁
予
報

瞥
報
競
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

官

平

成

二

十

二

年

三

月

一

日

気

象

庁

長

官

模

井

邦

誰

気
象
庁
予
報
警
報
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(
気
象
庁
予
報
警
報
規
程
の
一
部
改
正
〉

第
一
条
気
象
庁
予
報
響
報
窺
程
(
昭
和
一
一
十
八
年
運
輸
省
告
示
第
六
十
一
一
一
号
)
の
ム
的
安
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
岩
手
県
の
現
中
「
水
沢
地
域
」
を
「
奥
掛
金
ケ
崎
地
域
」
に
改
め
る
。

上
越
東
頚
城
地
域

糸
魚
川
川
地
域

妙
高
地
域

融
市

よ
繊
細
市
〈
妙
高
地
域
の
殴
域
を
除
く
。
)

糸
魚
川
市

上
越
市
(
援
倉
院
及
び
中
郷
区
に
限
る
J
及
び
妙
高
市

」� 

L... 

に
、
「
魚
濯
北
部
地
域
い

間
表
第
四
新
議
燥
の
項
中上糸

魚
川
事

妙
高
市

を
叶
魚
沼
市
」
に
、
「
魚
沼
南
部
地
域
い
を
「
南
魚
沼
地
域
」
仁
改
め
る
。

別
表
第
四
播
井
県
の
項
中
「
一
一
一
方
上
中
部
仰
若
狭
町
〈
相
語
、
生
倉
、
井
輔
、
砦
慮
、
上
野
、
海
山
、
上
瀬
、
小
川
、

北
前
州
、
気
山
、
愈
見
、
佐
菌
、
島
の
内
、
横
坂
帥
階
、
或
醸
寺
、
自
壊
、
世
久
見
、
司
井
、
関
上
、
錯
問
、
田
名
、

中
央
、
常
神
、
鳥
浜
、
成
出
、
能
登
野
、
東
黒
田
、
藤
井
、
一
ニ
方
、
静
子
、
世
間
前
剤
、
向
笠
、
遊
子
及
び
横
渡
に
限

でツ


